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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第70期

第３四半期
連結累計期間

第71期
第３四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2021年４月１日
至2021年12月31日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 14,435,966 14,783,825 20,591,230

経常利益 （千円） 343,330 746,469 926,336

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 154,295 527,756 548,260

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 257,458 588,781 801,499

純資産額 （千円） 13,629,242 14,547,284 14,174,897

総資産額 （千円） 18,214,879 19,128,411 19,473,929

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 17.33 59.26 61.56

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － 59.19 －

自己資本比率 （％） 74.8 75.9 72.7

 

回次
第70期

第３四半期
連結会計期間

第71期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2020年10月１日
至2020年12月31日

自2021年10月１日
至2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 10.48 21.76

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。

２．第70期第３四半期連結累計期間及び第70期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に
ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

４．業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しており、それらが保有する当社株式68,000株

を、１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

 

２【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和さ

れ、持ち直しの動きがみられます。先行きについては、感染対策を徹底し、経済社会活動を継続していく中で、各

種政策の効果や海外経済の改善により、景気の持ち直しが期待されます。ただし、感染症再拡大の影響や供給面で

の制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意し、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があり

ます。

当社グループの市場環境は引き続き競争激化の状況にありますが、新たな成長を見据え、付加価値による競争力

強化と収益力向上及びグローバルビジネス拡大や新規ビジネスによる収益基盤の創出を図っております。

具体的には、システムセグメントでは、主要商品である商品監視システム、ＣＣＴＶや入退室管理システムの付

加価値強化、クラウド型無線ＬＡＮやテレワークに関連したリモートアクセス商品の販売強化、ＲＦＩＤシステ

ム、省人化システムなどのリテールソリューション、クラウド型サービス等の新たな市場開拓、またタイ及びＡＳ

ＥＡＮ諸国において展開する高度防火システム事業の拡大を図っております。

他方、デバイスセグメントでは、電子事業においては主に通信インフラ市場、ＩｏＴを主とした産業機器市場、

アミューズメント市場やオートモティブ市場への拡販、また産機事業では、引き続き成長が見込まれる半導体製造

装置等の産業機器市場、北米、ＡＳＥＡＮ諸国、中国への住宅設備向け機構部品の販売、国内外における自動車内

装部品市場の開拓などに注力しております。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は、５Ｇ基地局向け電子部品、テレワー

ク増加による家庭用プリンタ向け電子部品や、米国での住宅設備向け機構部品の販売が好調に推移し、前年同期比

2.4％増の147億83百万円となりました。

損益につきましては、営業利益は前年同期比55.1％増の６億22百万円、経常利益は前年同期比117.4％増の７億46

百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比242.0％増加の５億27百万円となりまし

た。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（システムセグメント）

システムセグメントの売上高は、前年同期比1.9％減の83億63百万円、営業利益は前年同期比41.8％増の２億68

百万円となりました。

リテールソリューション商品類では、ＣＣＴＶや小売業向け顔認証システムの大型案件などが好調であったも

のの、昨年度に計上した携帯キャリア向け大型案件の反動により、売上高は前年同期比3.4％減の29億45百万円と

なりました。

オフィスソリューション商品類は、データセンター向け入退室管理システムが好調に推移したものの、昨年度

新型コロナウイルス感染症の影響により好調だったリモートアクセス商品の販売が減少したことなどにより、売

上高は前年同期比10.2％減の20億20百万円となりました。

グローバル商品類は、昨年度大きく減速したタイの高度防火システムの売上が堅調に推移し、売上高は前年同

期比5.0％増の18億86百万円となりました。

サービス＆サポート商品類は、ＭＳＰサービス(※)が好調に推移し、売上高は前年同期比5.7％増の15億10百万

円となりました。（※ＭＳＰサービス：マネージド・サービス・プロバイダーサービス）

 

（デバイスセグメント）

デバイスセグメントの売上高は、前年同期比8.6％増の64億20百万円、営業利益は前年同期比67.1％増の３億53

百万円となりました。

電子商品類では、５Ｇ基地局向けやテレワーク需要増加による家庭用プリンタ、半導体製造装置向けなどの電

子部品の販売が好調に推移し、売上高は前年同期比7.6％増の32億31百万円となりました。

産機商品類では、米国住宅設備向けソフトクローズ部品や産業機器向け通信ケーブルの販売が好調だったこと

などにより、売上高は前年同期比9.7％増の31億89百万円となりました。
 

EDINET提出書類

高千穂交易株式会社(E02927)

四半期報告書

 3/20



 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ３億45百万円減少し、191億28百万円と

なりました。これは受取手形及び売掛金が23億17百万円減少した一方で、契約資産が９億33百万円、商品及び製品

が７億55百万円、投資有価証券が２億88百万円増加したことなどによるものです。

他方、負債は、前連結会計年度末と比べ７億17百万円減少し、45億81百万円となりました。これはその他流動負

債が９億27百万円、支払手形及び買掛金が４億34百万円、未払法人税等が１億４百万円、賞与引当金が94百万円減

少した一方で、契約負債が８億61百万円増加したことなどによるものです。

純資産は前連結会計年度末と比べ３億72百万円増加し、145億47百万円となりました。これは親会社株主に帰属す

る四半期純利益５億27百万円、配当金の支払２億23百万円などにより、利益剰余金が３億４百万円増加したことな

どによるものです。自己資本比率は前連結会計年度末から3.2ポイント上昇し、75.9％となりました。

なお、後述の（会計方針の変更）で記載のとおり、2022年３月期第１四半期連結会計期間より、受取手形及び売

掛金の一部を契約資産とし、その他流動負債の一部を契約負債として表示しております。
 
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3)経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
な変更はありません。

 

(5)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当第３四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
について重要な変更はありません。

 
(6)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は、36百万円（売上高比0.2％）であります。
なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
 

(7)主要な設備
　当社は、前連結会計年度の有価証券報告書の「第３ 設備の状況」（３ 設備の新設、除却等の計画）において記
載しました新基幹システムを、2022年３月期第１四半期連結会計期間の期首より稼働開始しました。

 
(8)経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

当社グループの事業運営は、特定の分野や顧客、サプライヤーに依存しているのが実情です。従って、そうした
特定の分野や顧客の市況・業況や、サプライヤーとのパートナーシップ如何によっては、当社の業績に大きな影響
が及ぶ可能性があります。

 
(9)資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの当第３四半期連結累計期間における資金状況は、当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金
が、前連結会計年度末と比べ１億88百万円増加し、61億89百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が23億
17百万円減少した一方で、契約資産が９億33百万円、商品及び製品が７億55百万円増加したことや、支払手形及び
買掛金が４億34百万円減少したことなどが主な要因であります。運転資金の需要増については手許流動資金（現預
金）で賄っております。
商社活動の中では、一時的にまとまった運転資金が必要となる場合がありますが、現在の資金残高は、当面の事

業活動を考慮しても、流動性が確保できております。なお、後述の(会計方針の変更)で記載のとおり、2022年３月
期第１四半期連結会計期間より、受取手形及び売掛金の一部を契約資産として表示しております。

 

３【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 36,000,000

計 36,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,171,800 10,171,800
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株

であります。

計 10,171,800 10,171,800 － －

　（注）提出日現在発行数には、2022年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

 2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 10,171,800 － 1,209,218 － 1,171,672

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

680 －
普通株式 1,266,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,895,400 88,954 －

単元未満株式 普通株式 10,400 － －

発行済株式総数  10,171,800 － －

総株主の議決権  － 89,634 －

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が78株含まれております。

２．「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式68,000株(議

決権の数680個）が含まれています。なお、当議決権の数680個は、議決権不行使となっております。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

高千穂交易株式会社

東京都新宿区四谷

1－6－1
1,198,000 68,000 1,266,000 12.44

計 － 1,198,000 68,000 1,266,000 12.44

（注）他人名義で所有している理由等

名義人の氏名または名称 名義人の住所 所有理由

株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）
東京都中央区晴海１丁目８番12号

「株式給付信託(BBT)」制度の信託財

産として68,000株所有しておりま

す。

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,000,726 6,189,243

受取手形及び売掛金 7,018,499 4,700,582

契約資産 － 933,580

商品及び製品 2,431,997 3,187,809

原材料 146,353 165,975

その他 920,036 851,163

貸倒引当金 △644 △424

流動資産合計 16,516,969 16,027,930

固定資産   

有形固定資産 577,603 552,567

無形固定資産 337,716 305,309

投資その他の資産   

投資有価証券 1,444,913 1,732,960

繰延税金資産 219,197 137,565

その他 377,739 372,086

貸倒引当金 △210 △9

投資その他の資産合計 2,041,640 2,242,603

固定資産合計 2,956,960 3,100,480

資産合計 19,473,929 19,128,411
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,839,672 2,404,851

契約負債 － 861,386

未払法人税等 141,094 36,872

賞与引当金 270,398 176,354

役員賞与引当金 13,600 12,592

その他 1,283,097 355,770

流動負債合計 4,547,863 3,847,827

固定負債   

長期未払金 42,763 34,396

退職給付に係る負債 673,286 664,099

その他 35,120 34,802

固定負債合計 751,169 733,299

負債合計 5,299,032 4,581,126

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,209,218 1,209,218

資本剰余金 1,172,239 1,185,854

利益剰余金 12,722,592 13,026,890

自己株式 △1,231,618 △1,245,233

株主資本合計 13,872,432 14,176,729

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 299,209 405,826

為替換算調整勘定 △58,440 △95,371

退職給付に係る調整累計額 49,400 40,740

その他の包括利益累計額合計 290,169 351,195

株式引受権 － 4,764

新株予約権 12,294 14,595

非支配株主持分 0 0

純資産合計 14,174,897 14,547,284

負債純資産合計 19,473,929 19,128,411
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 14,435,966 14,783,825

売上原価 11,075,939 11,155,646

売上総利益 3,360,027 3,628,179

販売費及び一般管理費 2,958,995 3,006,005

営業利益 401,032 622,173

営業外収益   

受取利息 460 1,225

受取配当金 18,110 25,741

為替差益 － 87,555

受取保険金 5,819 5,567

助成金収入 3,354 9,104

持分法による投資利益 － 4,090

その他 6,196 5,284

営業外収益合計 33,941 138,570

営業外費用   

支払利息 493 219

持分法による投資損失 1,967 －

支払手数料 945 995

投資事業組合運用損 51,958 12,449

為替差損 35,461 －

その他 817 609

営業外費用合計 91,642 14,274

経常利益 343,330 746,469

特別利益   

新株予約権戻入益 4,320 －

特別利益合計 4,320 －

特別損失   

固定資産除却損 0 129

特別損失合計 0 129

税金等調整前四半期純利益 347,650 746,339

法人税、住民税及び事業税 128,156 177,503

法人税等調整額 65,199 41,080

法人税等合計 193,355 218,583

四半期純利益 154,295 527,756

親会社株主に帰属する四半期純利益 154,295 527,756
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 154,295 527,756

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 44,725 106,616

為替換算調整勘定 53,785 △36,930

退職給付に係る調整額 4,652 △8,660

その他の包括利益合計 103,163 61,025

四半期包括利益 257,458 588,781

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 257,458 588,781
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日。）第98項に定める

代替的な取扱いを適用し、商品の国内販売において、出荷時から顧客への商品移転時までの期間が通常の期間である場合

は、出荷時点で収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま

す。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取り扱

いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、従来「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」のうち、契約資産に該当するものは第１四半期連結会計期間より「契約資産」として表示するこ

とといたしました。また、従来「流動負債」に表示していた「その他」に含まれていた一部の負債は、第１四半期連結会

計期間より「契約負債」として表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱

いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行なっておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第

10号2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将

来にわたって適用することとしております。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（追加情報）

（取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入）

当社は、2021年６月25日開催の第70回定時株主総会決議に基づき、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も

同様です。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しております。

 

１．取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める

役員株式給付規程に従って取締役に付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式及び当社株式を時価で換算

した金額相当の金銭を交付するという、業績連動型の株式報酬制度であります。

本信託による当社株式の取得は、2022年３月末日で終了する事業年度から2025年３月末日で終了する事業年度ま

での４事業年度及びその後の各対象期間を対象として拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社

の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施いたします。

取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として現中期経営計画（2022年３月末日で終了する事業年度ま

で）の終了後及び次期中期経営計画（2023年３月末日で終了する事業年度から2025年３月末日で終了する事業年度

までの予定）の終了後であります。また、退任取締役に関しては、原則として退任後、所定の時期であります。

 

２．信託に残存する自社の株式

　本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当第３四半期連結会計期間末の当該株式の帳簿価額及び株式数は、79,764千円及び

68,000株であります。

 

 

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウィルス感染症の影響の考え方）

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）において、新型コロナウィルス感染症による影響

が少なくとも2022年３月までは継続するという仮定を置いておりますが、当該仮定に重要な変更はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

減価償却費 99,321千円 134,799千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 106,868 12 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

2020年11月６日

取締役会
普通株式 106,868 12 2020年９月30日 2020年12月４日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 115,774 13 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金

2021年11月９日

取締役会
普通株式 107,684 12 2021年９月30日 2021年12月６日 利益剰余金

（注）2021年11月９日取締役会の決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が

保有する当社株式に対する配当金816千円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 システム デバイス 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高      

外部顧客への売上高 8,524,332 5,911,633 14,435,966 － 14,435,966

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 8,524,332 5,911,633 14,435,966 － 14,435,966

セグメント利益 189,565 211,466 401,032 － 401,032

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 システム デバイス 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売上高      

外部顧客への売上高 8,363,068 6,420,757 14,783,825 － 14,783,825

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 8,363,068 6,420,757 14,783,825 － 14,783,825

セグメント利益 268,777 353,395 622,173 － 622,173
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を、商品類別に分解した情報は次のとおりであります。

（単位：千円）

区分

前第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

　　至　2021年12月31日)

 リテールソリューション商品類 3,048,248 2,945,548

 オフィスソリューション商品類 2,249,363 2,020,285

 グローバル商品類 1,797,425 1,886,747

 サービス＆サポート商品類 1,429,294 1,510,487

 システム　　　　　　　　計 8,524,332 8,363,068

 電子商品類 3,003,824 3,231,425

 産機商品類 2,907,809 3,189,331

 デバイス　　　　　　　　計 5,911,633 6,420,757

計 14,435,966 14,783,825
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年12月31日)

（1）１株当たり四半期純利益 17円33銭 59円26銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）
154,295 527,756

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四

半期純利益（千円）
154,295 527,756

普通株式の期中平均株式数（株） 8,905,735 8,905,722

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 59円19銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整

額（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 9,834

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な

変動があったものの概要

－

 

 

－

 

 

（注）１．前第３四半期連結累計期間潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第３四半期連

結累計期間－株、当第３四半期連結累計期間68,000株）。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

 2021年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………107,684千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………12円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年12月６日

　（注）１．2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

　　　　２．中間配当による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」として、株式会社日本カストディ銀行（信

託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金816千円が含まれております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月９日

高千穂交易株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永　澤　宏　一

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊　東　朋

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている高千穂交易株式

会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、高千穂交易株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

 

EDINET提出書類

高千穂交易株式会社(E02927)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

